
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   新座市イメージキャラクター ゾウキリン 

 

写真：本多庭球場

ト 

 

 

№ 運動施設 面 住所 電話 夜間照明 

１ 西 堀 庭 球 場 ４面 新座市本多２－５－１５ ０ ４ ８－４ ８ １－９０ ８１  

２ 本 多 庭 球 場 ５面 新座市本多２－７－８７ ０ ４ ８－４ ８ １－８ ７ ２７ あり 

３ 野 火 止 庭 球 場 ３面 新座市野火止４－２－５ ０ ４ ８－４ ８ １－９０ ４０  

４ 栄 庭 球 場 ８面 新座市新塚５０６１－２ ０ ４ ８－４ ７ ９－５ ８ ０３ あり 

※ ナイター照明施設（栄コート５面、本多コート４面） 

 

≪利用に関する問合せ≫ 

施 設 新座市民総合体育館 

住 所 〒352-0022新座市本多２丁目１番２０号 

電 話 番 号 048-478-8011  （ＦＡＸ） 048-478-8013 

受 付 時 間 午前９時から午後９時まで 

休 館 日 毎週月曜日（但し祝日の場合は翌日） 

施設管理者 
新座市体育施設等指定管理者 

公益財団法人新座市スポーツ協会 

 



１ 利用手続等 
新座市民総合体育館受付窓口にて「新座市公共施設予約システム利用者登録申請書」に必要事項を記入の上、 

利用者登録を行ってください。 

※ 硬式テニス、ソフトテニスを目的とした団体の方となります。 

※ 登録の際は、代表者の方が必ず本人が確認できるものを持参の上、構成員の氏名、住所、年齢を所定の 

申請書へ記載してください。 

※ 市内団体は市内要件を満たす全ての構成員の本人確認書類の写しが必要です。(新座市スポーツ協会加盟団体を除く) 

※ 在勤又は在学の方は、在勤在学が証明できる書類の写しが必要です。 

※ 中学生以下の団体の場合は、保護者（成人の責任者）が必要となります。 

※ 登録更新は、一般団体は３年ごと、子ども団体は毎年度更新となります。なお、構成員の１／３以上に変更が

生じた場合はその都度変更手続きが必要です。 

①登録条件について 

◆構成員が１０名以上の団体であることが登録条件 

市内団体登録するには、⑴の人数要件に加え、⑵又は⑶に該当することが必要です。 

◉ 市内団体登録 

⑴ 新座市に在住、在勤又は在学の方が１０名以上（構成員が１５名以上の場合は全体の 

３分の２以上が必要）で構成された団体 

⑵ 市内の競技連盟等に所属していること 

⑶ 硬式テニス、ソフトテニスの活動を目的としたサークル又は競技連盟がないスポーツ団体 

◉ 市内個人登録 

新座市に在住、在勤又は在学（高校生以上）の方 

◉ 市外個人登録 

上記に満たさない方 

②利用予約申込について 

「公共施設予約システム」または「新座市民総合体育館受付窓口」にて仮予約申請手続を行います。 

仮予約申請後、利用日当日に自動的に本予約となりますので、利用日当日に各庭球場管理事務室にて使用料 

の納入を行ってください。（原則返金できません） 

登録区分 抽選申込期間 抽選日 
抽選結果確認 及び 

抽選制限内申込期間 

抽選後の空き 

施設申込期間 
利用制限 

市内団体 

及び個人 

利用月の 

１か月前の 

１日から９日まで 

抽選申込月の 

１０日 

抽選申込月の 

１１日から１９日まで 

抽選申込月の 

２０日から利用日

の前日まで 

【昼間の部】 

団体：月１６単位 

個人：月８単位 

【夜間の部】 

団体：月２４単位 

個人：月２４単位 

市外個人 抽選に参加できません 

利用月の１か月前

の２５日から利用

日の前日まで 

※ 「抽選申込期間」では、曜日問わず団体８単位・個人４単位まで申込が可能となります。 

※ １日連続４時間（２単位）まで、夜間は１単位を最大３時間まで申込となります。 

※ 同一時間帯に２コート以上の利用はできません。 

２ 当日利用について 

   「新座市公共施設予約システム」または「新座市民総合体育館受付窓口」にて空き状況を確認の上、利用時間 

５分前に直接現地にて利用申請を行ってください。ただし、希望者多数の場合は抽選となります。 

３ 利用の取消について 

①利用日前日の場合 

「公共施設予約システム」にて、前日までに利用取消を行ってください。 

②利用日当日の場合 

「新座市民総合体育館受付窓口」または「各テニスコート管理事務室」まで、電話にて利用取消の御連絡を 

お願いします。 

  ※ 利用日当日のキャンセル又は無断キャンセルはペナルティとして、その日から翌月末までの間、予約システム

での予約ができなくなります。（新座市民総合体育館窓口での予約は可。その際に使用料の納入が必要。） 



 ４ 利用時間 

夏時間（３月～１０月）            夜間（４月～１１月） 

昼 間 夜 間 

９時～１１時 １１時～１３時 １３時～１５時 １５時～１７時 １８時３０分～１９時３０分 １９時３０分～２０時３０分 ２０時３０分～２１時３０分 

冬時間（１１月～２月） 

 昼 間 

１０時～１２時 １２時～１４時 １４時～１６時 

５ 休場日 

① 毎週月曜日（祝日にあたる場合は翌日） 

② 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

③ その他、管理上臨時に休場することがあります。 

６ 使用料 

当日払いとなります。  現地券売機にて使用料を納入してください。（原則、返金できません） 
 

利用区分 単位 料金 

昼間（１面） ２時間 ８３０円 

夜間（１面） １時間 ７８０円 

※ 平日昼間の当日利用に限り１時間単位（４１０円）でご利用になれます。 

※ 市外利用は上表の倍額となります。 

７ 施設の利用の制限について 

新座市暴力団排除条例の規定に基づき、施設の利用が暴力団の利益となる利用等と認められるときは、利用等

を許可しません。また、許可した後に暴力団の利益となる利用等であることが判明した場合は、利用等の許可を

取り消します。なお、暴力団の利益となる利用等を制限するため、利用等の許可の決定にあたり、必要と認める

場合には、所管の警察署に照会する場合があります。 

８ 利用上の注意 

１ 利用時間は、準備から片付けまでの時間を含んだものです。利用後の整理整頓、清掃は全て利用者が 

行ってください。（施設及び器具類は大切に使用してください） 

２ 利用の権利の譲渡・転貸をすることはできません。 

３ 利用時間に遅れる場合には、事前に各コート管理事務室へ御連絡をお願いします。 

連絡がない場合は、無断キャンセルとして処理させていただきます。 

４ 利用は必ずテニスシューズを着用してください。（用具等の貸出はしていません） 

５ 中学生以下の利用者については、保護者同伴での利用となります。 

６ 危険物の持ち込み及び火気の使用はしないでください。 

７ 営利を目的としたレッスン・教室や物品販売等は固くお断りしています。 

８ 利用当日のコート状況（コンディション等）は、新座市民総合体育館又は各コートへ確認を行ってください。 

９ 駐車場のご利用について 

 ① アイドリングは禁止です。必ずエンジンを切ってください。 

 ② 駐車場内では事故防止のため、徐行してください。 

１０ 他の利用者に迷惑にならないよう正しいマナーで楽しくプレーをしてください。 

１１ コート内での喫煙やペット連れのご利用はできません。 

１２ 利用上の決まりを守れないときは､利用を禁止させていただくことがあります。 

１３ その他管理人の指示に従うようお願いいたします。 

１４ 全ての運動施設は、敷地内禁煙になります。 



９ 施設案内図 
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令和４年４月１日改訂 


